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社会福祉施設検査証 

（法第 70条関係） 
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令和  年  月  日交付 
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下記の者は、社会福祉法第 70 条の規定に

よる立入検査を行う職員であることを証明
する。 

 
職名 
 
氏名 

 

社会福祉法（抄） 

 

第 70条 都道府県知事は、この法
律の目的を達成するため、社会
福祉事業を経営する者に対し、
必要と認める事項の報告を求
め、又は当該職員をして、施設、
帳簿、書類等を検査し、その他事
業経営の状況を調査させること
ができる。 

備考  この用紙は、Ａ列７番とし、厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折とすること。 

 

 

 

 

 


